
一部の業種では、その業種について、8年を超える実務経験と、その他の特定の業種の実務経験と
を合わせて 12年以上あれば、主任技術者となり得る資格を有することができます。詳しくは以下を
ご参照ください。

建設業の種類 実務経験 

大工工事業 1. 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し 12 年以上の実務

経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し 8年を超える

実務経験を有する者 

2. 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し 12 年以上の

実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し 8年を超

える実務の経験を有する者 

とび・土工工事業 1. 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し 12 年以上の

実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年

を超える実務の経験を有する者 

2. とび・土工工事業及び解体工事業に係る（新設）建設工事に関し 12 年

以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に

関し 8年を超える実務の経験を有する者 

屋根工事業 1. 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し 12 年以上の実務

経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し 8年を超える

実務の経験を有する者 

しゅんせつ工事業 1. 土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し 12 年以上

の実務経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し

8年を超える実務の経験を有する者 

ガラス工事業 1. 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し 12 年以上の実

務経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し 8年を超

える実務の経験を有する者 

防水工事業 1. 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し 12 年以上の実務

経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し 8年を超える

実務の経験を有する者 

内装仕上工事業 1. 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し 12 年以上の

実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し 8年

を超える実務の経験を有する者 

2. 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し、12 年以上

の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し 8

年を超える実務の経験を有する者 

熱絶縁工事業 1. 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し 12 年以上の実

務経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し 8年を超

える実務の経験を有する者 



水道施設工事業 1. 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し 12 年以上の

実務経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し 8年

を超える実務の経験を有する者 

解体工事業 1.土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経

験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し 8年を超える実

務の経験を有する者 

2.建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経

験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し 8年を超える実

務の経験を有する者 

3.とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し 12 年以上実

務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し 8年を超

える実務の経験を有する者 


